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平
成
十
六
年
五
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
日
米
地
位
協
定
に
基
づ
く
嘉
手
納
爆
音
訴
訟
の
損
害
賠
償
金
の
分
担
に
関
す
る
再
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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六
年
五
月
二
十
五
日
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領

答

弁

第

一

〇

一

号



衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
日
米
地
位
協
定
に
基
づ
く
嘉
手
納
爆
音
訴
訟
の
損
害
賠
償
金
の
分
担
に
関
す
る
再
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
及
び
六
に
つ
い
て

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
「
合
衆
国
」
と
い
う
。
）
軍
隊
の
航
空
機
に
よ
る
騒
音
に
係
る
訴
訟
に
関
す
る
損
害
賠
償
金
等

の
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本

国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
。
以
下
「
日
米
地
位
協
定
」
と
い
う
。
）

に
基
づ
く
分
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
政
府
と
の
間
で
協
議
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
個
別
の
訴
訟
の
結

果
へ
の
対
応
に
関
す
る
協
議
の
内
容
を
含
め
、
合
衆
国
政
府
と
の
具
体
的
な
協
議
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
公
に
す
る

と
合
衆
国
政
府
と
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

四
に
つ
い
て

合
衆
国
軍
隊
の
航
空
機
に
よ
る
騒
音
に
係
る
訴
訟
に
関
す
る
損
害
賠
償
金
等
の
日
米
地
位
協
定
に
基
づ
く
分
担
の
在
り
方

に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
政
府
と
の
間
で
な
お
協
議
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
結
論
に
つ
い
て
の
仮
定
に
立
っ
て

答
弁
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

一



五
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
六
年
五
月
十
四
日
内
閣
衆
質
一
五
九
第
九
二
号
）
に
お
い
て
「
個
別
の
訴
訟
へ
の
対
応
」
と
述
べ

た
の
は
、
現
在
係
属
中
の
個
別
の
訴
訟
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
か
と
い
う
趣
旨
で
は
な
く
、
嘉
手
納
基
地
騒
音
差
止

等
請
求
事
件
（
一
か
ら
三
次
）
及
び
嘉
手
納
基
地
騒
音
差
止
等
請
求
控
訴
事
件
（
一
か
ら
三
次
）
を
含
め
、
既
に
確
定
し
た

個
別
の
訴
訟
の
結
果
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
か
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

合
衆
国
軍
隊
の
航
空
機
に
よ
る
騒
音
に
係
る
訴
訟
に
関
す
る
損
害
賠
償
金
等
の
日
米
地
位
協
定
に
基
づ
く
分
担
の
在
り
方

に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
政
府
と
の
間
で
な
お
協
議
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
般
に
日
米
地
位
協
定
に
基
づ
き
合
衆

国
政
府
が
我
が
国
政
府
に
対
し
て
行
う
支
払
に
係
る
債
権
に
関
し
て
は
、
我
が
国
の
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九

号
）
は
適
用
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
当
該
債
権
は
我
が
国
の
民
法
の
定
め
る
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
こ
と
は
な

い
。

二


